
 

業務方法書の変更について 
 

地方公共団体情報システム機構業務方法書（平成 26 年４月 10 日地方公共団体情

報システム機構代表者会議決定）の一部を次のように変更する。 
 

第３条中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシ

ステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」を「行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カー

ド、特定個人情報の提供等に関する省令」に改める。 
 
第６条第３号中「通知カード・個人番号カード関連事務」を「個人番号通知書・

個人番号カード関連事務」に改める。 
 

附 則 
この変更は、令和２年５月 25 日から施行する。 

議案第１号 
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業務方法書の変更の概要について 

 

１ 概要 

 

○ 引用している省令名の変更（第３条） 

・ 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規

定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムに

よる特定個人情報の提供等に関する省令」を「行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定

個人情報の提供等に関する省令」に改める。 

 

〇 通知カード廃止に伴う個人番号通知書類の名称の変更（第６条第３号） 

・ 「通知カード・個人番号カード関連事務」を「個人番号通知書・個人番号カード関

連事務」に改める。 

 

２ 今後の手続 

 

○ 業務方法書の変更には、代表者会議の議決（機構法第９条）が必要。 

  

参考資料１ 
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３ 新旧対照表 

 
新 旧 

 （定義） 
第３条 この業務方法書における用語の意義

は、次の各号に定めるものを除き、機構法、

住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）、電

子署名等に係る地方公共団体情報システム

機構の認証業務に関する法律（平成14年法律

第153号。以下「公的個人認証法」という。）、

行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成25年法

律第27号。以下「番号法」という。）及び行政

手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に規定する個人

番号、個人番号カード、特定個人情報の提供

等に関する省令（平成26年総務省令第85号。

以下「番号法総務省令」という。）に定めると

ころによる。 
(1)～(5) （略） 
 

 

 （定義） 
第３条 この業務方法書における用語の意義

は、次の各号に定めるものを除き、機構法、

住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）、電

子署名等に係る地方公共団体情報システム

機構の認証業務に関する法律（平成14年法律

第153号。以下「公的個人認証法」という。）、

行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成25年法

律第27号。以下「番号法」という。）及び行政

手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律の規定による通

知カード、個人番号カード並びに情報提供ネ

ットワークシステムによる特定個人情報の

提供等に関する省令（平成26年総務省令第85
号。以下「番号法総務省令」という。）に定め

るところによる。 
(1)～(5) （略） 

 
（番号法の規定により処理することとされ

ている事務） 
第６条 機構は、機構法第22条第３号に掲げる

番号法の規定により処理することとされて

いる事務として次の各号に掲げる事務を行

う。 
(1)・(2) （略） 
(3) 番号法総務省令の規定により市町村長

から委任された個人番号通知書・個人番号

カード関連事務 
(4)・(5) （略） 

（番号法の規定により処理することとされ

ている事務） 
第６条 機構は、機構法第22条第３号に掲げる

番号法の規定により処理することとされて

いる事務として次の各号に掲げる事務を行

う。 
(1)・(2) （略） 

 (3) 番号法総務省令の規定により市町村長

から委任された通知カード・個人番号カー

ド関連事務 
 (4)・(5) （略） 
 

附 則（令和２年５月 日地方公共団体情報シ

ステム機構代表者会議決定） 
この変更は、令和２年５月25日から施行する。 
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４ 参照条文 

○ 地方公共団体情報システム機構法（抜粋） 
（代表者会議の権限） 
第９条 次に掲げる事項は、代表者会議の議決を経なければならない。 

(1) 定款の変更 
(2) 業務方法書の作成又は変更 
(3) 予算及び事業計画の作成又は変更 
(4) 決算 
(5) 役員の報酬及び退職金 
(6) その他代表者会議が特に必要と認めた事項 

２ 代表者会議は、機構の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるとき

は、理事長に対し、機構の業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせること

ができる。 
３ 代表者会議は、役員又は職員の行為がこの法律、他の法令又は定款に違反し、又

は違反するおそれがあると認めるときは、理事長に対し、当該行為の是正のため必

要な措置を講ずることを命ずることができる。 
 
（経営審議委員会） 
第 24 条 機構に、経営審議委員会を置く。 
５ 理事長は、次に掲げる事項について、経営審議委員会の意見を聴かなければなら

ない。 
(1) 第九条第一項第二号から第四号までに掲げる事項 
(2) その他定款で定める事項 

  ６ 理事長は、前項第一号に掲げる事項について代表者会議の議決を求めるときは、

経営審議委員会が当該事項について同項の規定により述べた意見を報告しなければ

ならない。 


